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全国健康保険協会運営委員会関係規定

○健康保険法（大正１１年法律第７０号）（抄）

（運営委員会）

第７条の１８ 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において

同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営

委員会を置く。

２ 運営委員会の委員は、９人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に

必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

３ 前項の委員の任期は、２年とする。

４ 第７条の１２第１項ただし書及び第２項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

（運営委員会の職務）

第７条の１９ 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経な

ければならない。

一 定款の変更

二 第７条の２２第２項に規定する運営規則の変更

三 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

四 重要な財産の処分又は重大な債務の負担

五 第７条の３５第２項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更

六 その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事

項について、理事長に建議することができる。

３ 前２項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働

省令で定める。

（委員の地位）

第７条の２０ 運営委員会の委員は、刑法(明治４０年法律第４５号)その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。

（秘密保持義務）

第７条の３７ 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関し

て職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

２ 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。

(役員の任期)
第７条の１２ 役員の任期は３年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

２ 役員は、再任されることができる。
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○健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第６号）（抄）

（運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項）

第２条の４ 法第７条の１８第１項に規定する運営委員会（以下「運営委員会」という。）

は、全国健康保険協会（以下「協会」という。）の理事長が招集する。

２ 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の３分の１以上の委員が審議すべき事項を示

して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

３ 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

４ 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

５ 運営委員会は、委員の総数の３分の２以上又は法第７条の１８第２項に掲げる委員の各

３分の１以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

○全国健康保険協会定款（抄）

第３章 運営委員会

（運営委員会）

第１８条 被保険者を使用する適用事業所の事業主（以下「事業主」という。）及び被保険

者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。

（運営委員の任命）

第１９条 運営委員会の委員（以下「委員」という。）は、９人以内とする。

２ 委員は、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の

うちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

（委員の任期）

第２０条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２ 委員は、再任されることができる。

（運営委員会の職務）

第２１条 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なけれ

ばならない。

（１）定款の変更

（２）運営規則の変更

（３）毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

（４）重要な財産の処分又は重大な債務の負担

（５）役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更

（６）その他協会の組織及び業務に関する重要事項

２ 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事

項について、理事長に建議することができる。
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（招集）

第２２条 運営委員会は理事長が招集する。

２ 理事長は、委員の総数の３分の１以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招

集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

（委員長）

第２３条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

２ 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

（定足数）

第２４条 運営委員会は、委員の総数の３分の２以上又は第１９条第２項に掲げる委員の各

３分の１以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

（議決方法）

第２５条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって、決する。可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。

（会議の運営）

第２６条 本章に定めるものを除くほか、運営委員会の議事の手続その他の運営に関し必要

な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

（秘密保持義務）

第２７条 委員又は委員であった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な

理由がなく漏らしてはならない。
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全国健康保険協会運営委員会運営要綱

第１条 運営委員会の議事の手続その他の運営は、健康保険法、健康保険法施行規則及び全

国健康保険協会定款によるほか、この要綱に定めるところによる。

（代理人）

第２条 委員は、他の委員を代理人として議決権を行使することができる。この場合におい

て、委員は、委員長に対し、あらかじめ委任状を提出しなければならない。

２ 前項の規定により、他の委員を代理人として議決権を行使する委員は、会議に出席した

委員とみなす。

（委員以外の者の出席）

第３条 委員長は、専門的事項について審議するため必要があると認めるときは、委員以外

の者に会議への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

（会議の公開）

第４条 運営委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平か

つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると

認めるときは、会議を非公開とすることができる。

（議事録）

第５条 運営委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。

一 会議の日時及び場所

二 出席した委員の氏名

三 議事となった事項

２ 議事録は、公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、

議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

３ 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開と

した部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

附 則

この要綱は、平成２０年１０月２３日から施行する。


